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定
額
給
付
金
事
業
は
、
景
気
が
後
退
す
る
中
で
、
市
民
へ
の
生
活

支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
併
せ
て
、
地
域
の
経
済
対
策
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
事
業
で
す
。

　

市
で
は
申
請
に
必
要
な
書
類
を
４
月　

日
（
水
）
に
、
対
象
と
な

１５

る
世
帯
主
の
方
に
普
通
郵
便
で
発
送
し
ま
す
。書
類
が
届
き
ま
し
た

ら
、
お
早
め
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
定
額
給
付
金
と
同
時
に
、
子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
申
請

に
必
要
な
書
類
も
対
象
世
帯
に
郵
送
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、定
額
給
付
金
に
つ
い
て
は
企
画
経
営
室
定
額
給
付
金

担
当
緯
４
７
０
・
７
７
４
０
、
子
育
て
応
援
特
別
手
当
に
つ
い
て
は

子
育
て
支
援
課
緯
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

　

①
東
久
留
米
市
の
住
民
基
本
台

帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方

　

②
東
久
留
米
市
の
外
国
人
登
録

原
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
の
う

ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
＝
特
別
永
住
者
、
在
留
資
格
を

有
し
て
在
留
す
る
方
（
短
期
滞
在

者
お
よ
び
不
法
滞
在
者
を
除
く
）

給　

付　

額

　

給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
万

２
０
０
０
円
、
基
準
日
に　

歳
以

１８

下
（
平
成
２
年
２
月
２
日
以
降
出

生
）
の
方
お
よ
び　

歳
以
上
（
昭

６５

和　

年
２
月
２
日
以
前
出
生
）
の

１９
方
は
２
万
円

申
請
を
行
う
方
・ 

給
付
を
受
け
取
る
方

　

世
帯
主
に
申
請
を
し
て
い
た
だ

き
、
世
帯
主
に
世
帯
全
員
分
を
給

付
し
ま
す
（
口
座
振
り
込
み
が
原

則
で
す
）。

専
用
受
け
付
け
窓
口
を

開
設
し
ま
す

給
付
対
象
と
な
る
方

　
　

年
２
月
１
日
（
基
準
日
）
に
、

２１
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
方

　定額給付金や子育て応援特別手当をかたった振り込め詐欺の未遂事案が発生していま
す。以下の事項にご注意ください。
　◆市職員がＡＴＭ（現金自動預け払い機）の操作をお願いすることは、絶対にありま
せん

　◆ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできませ
ん

　◆市職員が、定額給付金の給付のために手数料などの振り込みを求めることは絶対に
ありません

　◆給付の申請書の送付前に、市民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情
報を照会することは絶対にありません

　不審な電話が掛かってきたり、郵便物が届いたら、田無警察署生活安全課防犯係緯４６７・
０１１０（内線２６１２）、警察相談電話（＃９１１０）へご連絡ください。

　

郵
送
で
は
な
く
市
役
所
や
東

部
・
西
部
・
南
部
の
各
地
域
セ
ン

タ
ー
の
窓
口
で
申
請
を
行
う
こ
と

も
で
き
ま
す
（
後
日
、
口
座
振
り

込
み
と
な
り
ま
す
）。

　

専
用
窓
口
の
開
設
日
程
等
は
下

表
の
通
り
で
す
。

　
【
ご
注
意
】市
役
所
等
の
専
用
窓

口
で
の
申
請
は
、
受
け
付
け
開
始

か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
混
雑
し
長

時
間
お
待
た
せ
す
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
ま
す
。
時
間
に
ゆ
と
り
を
持

っ
て
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

　

で
き
る
だ
け
「
郵
送
に
よ
る
申

請
」
を
ご
利
用
い
た
だ
く
よ
う
、

お
願
い
し
ま
す
。

専用受け付け窓口の開設会場（窓口申請の場合）

日　時会　場

４月１６日（木）～５月２９日（金）の
午前９時～午後５時

（土曜・日曜日、祝日はお休みです）

市役所１階
受け付け会場

６月１日（月）～１０月１６日（金）の
午前９時～午後５時

（土曜・日曜日、祝日はお休みです）

市役所７階
受け付け会場

５月１３日（水）～５月１５日（金）の
午前９時半～午後４時半

東部地域センター

５月２０日（水）～５月２２日（金）の
午前９時半～午後４時半

西部地域センター

５月２７日（水）～５月２９日（金）の
午前９時半～午後４時半

南部地域センター

※車での来場はご遠慮ください。各地域センターには駐車場は
ありません。
※市役所の駐車場は１時間以内無料ですが、１時間以上の駐車
は、有料となります。

「子育て応援特別手当」については、２面（裏面）をご覧く
ださい。

申請書は４月１５日に発送、受け付けは４月１６日から

振り込め詐欺にご注意ください！

申請から給付までの流れ

「返信用封筒」に次の３点を封入。
　　　① 申請書
　　　② 通帳などのコピー
　　　③ 運転免許証または保険証などのコピー

●同封の書類をご確認ください。
　　・定額給付金のお知らせ
　　・定額給付金申請書（請求書）
　　・返信用封筒

市から申請書を郵送します１

上記２の①～③で作成・準備した書類を「返信用封筒」に入れて、ポストに投函
してください。
※申請書の記入もれや必要書類の入れ忘れがないか、もう一度ご確認ください。

申請書と必要書類を市に提出してください３
郵送の場合① （返信用封筒をご利用ください）

窓口申請の場合② （申請書を市の窓口へ直接提出）
申請書と一緒に、運転免許証など本人（世帯主）の確認ができる証明書のコピー、
振込口座を確認するための通帳などのコピーをご持参ください。

申請書の提出期間※
提出期間は、
２１年４月１６日から２１年１０月１６日までです（当日消印有効）。
期限を過ぎると申請ができなくなります。

申請受付・給付決定４
市で申請書を確認し、給付を決定します。
給付決定通知書を送付します。

市から、ご指定の金融機関口座に振り込みます。口座振込５

①「定額給付金申請書（請求書）」にご記入・押印してください。
②「通帳」または「キャッシュカード」のコピーを用意してください。
③「本人（世帯主）の確認ができる証明書」のコピーを用意してください。
　※本人確認書類とは、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、各種健康保険・
医療制度の被保険者証、各種年金手帳、外国人登録証明書等

申請書を作成し、必要書類をご用意ください２

給付手続きを開始します定額給付金定額給付金　
子育て応援特別手子育て応援特別手当当

定

額

給

付

金

事

業


